
令和６年４月８日  

 

 各  位 

 

中 野 市 長  

 

 

   令和５年度 中野市情報通信施設更改工事（繰越明許） 

に対する質疑について（回答） 

 

 標記の件について、下記のとおり回答いたします。 

 

記 

 

質 問 事 項  回 答 

【対象資料】特記仕様書 お見込のとおり、本工事の対象外です。 

【項  番】第２章第２条 次年度以降に、各加入者宅へ光ケーブル 

第２条 設備概要に示される、「各加 引込、V-ONU設置及び宅内工事等を予 

入者宅へ光ケーブル引込、V-ONU設置」 定しています。 

について別紙実施設計書には記載はあ  

りませんが、本工事の対象外ということ  

でよろしいでしょうか。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。 
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